
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

帆走指示書 第 15項 帰着申告について下記の通り 15-2番を追加する。 
 １５ 帰着申告 

15-2 ハンディ GPSで航跡を記録した場合、航跡図は同 GPSの提
出を条件に 21-3 で規定する回航時刻を記載するのみで可と
する。同 GPSは表彰式の際に返却する。尚ハンディ GPSは
以下の条件を満たすものとする。 
・ガーミン社製 eTrex GPSで、軌跡ポイント(Track log)2048  
 以上の機種で、インターフェースがUSBまたはシリアル 
 (角型コネクタ)のもの。 
尚、データのオーバーフローを避けるため航跡ポイントの取

得間隔は 1分程度に設定してください。 
   

帆走指示書 第 21項 ロールコールについて下記のとおり 21-3番を追加する。 
 
 ２１ ロールコール 

21-3 (回航時刻の通告) 
参加艇は初島西岸の「初島フィッシャリーナ」を方位 90 度
に見たとき、および「大島竜王崎灯台」を方位 0度に見たと
きの時刻を、そのつど出来る限り速やかにレース本部に通告

しなければならない。 
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帆走指示書 第 16‐5項に レース公示４、５、６、７ を追加する。 
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第 58回大島レース帆走指示書のヘッダー部を以下のとおりに訂正します 
 
  誤 → 第 5７回大島レース帆走指示書 
  正 → 第 58回大島レース帆走指示書（下図参照） 
 

2008年 5月 7日 
第 58回大島レース実行委員長 

飯沢則之 

第 58 回  大島レース 告  知     2008/5/7 


